
 

   柏 市 お う ち 活 用 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

 

              制 定  令 和  ３ 年  ３ 月 ２ ５ 日  

              施 行  令 和  ３ 年  ４ 月 １ ５ 日  

 

（ 目 的 等 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ，空 き 家 を 居 住 以 外 に 活 用 す る 事 業（ 本 要 綱

第 ５ 条 に 定 め る 「 お う ち 活 用 事 業 」） を 行 う 個 人 又 は 団 体 に 対

し て 改 修 等 に 要 す る 費 用 の 一 部 を 補 助 す る こ と に よ り ，地 域 特

性 に 応 じ た 空 き 家 の 活 用 を 図 り ，も っ て 住 環 境 の 向 上 に 資 す る

こ と を 目 的 と す る 。  

２  補 助 金 の 交 付 に 関 し て は ，柏 市 補 助 金 等 交 付 規 則（ 昭 和 ６ ０

年 8 月 3 1 日 柏 市 規 則 第 2 9  号 ） に 定 め る も の の ほ か ， こ の 要

綱 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て ，次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は ，当

該 各 号 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

( 1 )  空 き 家  都 市 計 画 法 第 ７ 条 第 ２ 項（ 昭 和 ４ ３ 年 法 律 第 １ ０

０ 号 ）に 規 定 す る 市 街 化 区 域 内 に 位 置 し ，現 に 居 住 し て い な

い 柏 市 内 に 存 在 す る 建 築 物 及 び そ の 土 地 を い う 。  

( 2 )  個 人  国 内 に 居 住 す る も の を い う 。  

( 3 )  団 体  次 に 掲 げ る 団 体 を い う 。  

ア  町 会 ， 自 治 会 及 び 区  

イ  柏 市 ふ る さ と 協 議 会  

ウ  老 人 ク ラ ブ  

エ  地 区 社 会 福 祉 協 議 会  

オ  柏 市 民 公 益 活 動 促 進 条 例 （ 平 成 １ ６ 年 柏 市 条 例 第 ２ 号 ）

第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 市 民 公 益 活 動 団 体  

カ  特 定 非 営 利 活 動 促 進 法（ 平 成 １ ０ 年 法 律 第 ７ 号 ）第 ２ 条

第 ２ 項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人  

キ  一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す る 法 律（ 平 成 １ ８

年 法 律 第 ４ ８ 号 ）に 基 づ き 設 立 さ れ た 一 般 社 団 法 人 又 は 一

般 財 団 法 人  



ク  社 会 福 祉 法（ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ４ ５ 号 ）に 基 づ き 設 立 さ

れ た 社 会 福 祉 法 人  

ケ  都 市 再 生 特 別 措 置 法（ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 ２ ２ 号 ）第 １ １

８ 条 第 1 項 に 基 づ く 柏 市 都 市 再 生 推 進 法 人  

コ  都 市 緑 地 法（ 昭 和 ４ ８ 年 法 律 第 ７ ２ 号 ）第 ６ ９ 条 の 規 定

に 基 づ く 柏 市 緑 地 保 全 ・ 緑 化 推 進 法 人  

サ  会 社 法（ 平 成 １ ７ 年 法 律 第 ８ ６ 号 ）に 基 づ き 設 立 さ れ た

株 式 会 社 ， 合 名 会 社 ， 合 資 会 社 又 は 合 同 会 社  

シ  そ の 他 市 長 が 適 当 と 認 め る 法 人 及 び 団 体 等  

( 4 )  夜 間  午 後 ７ 時 か ら 翌 日 の 午 前 ８ 時 ま で を い う  

( 5 )  近 隣 住 民  本 要 綱 第 ４ 条 に 定 め る 補 助 対 象 建 築 物 の 敷 地

に 隣 接 す る 土 地 の 所 有 者 及 び 当 該 土 地 の 全 部 又 は 一 部 に 建

築 さ れ た 建 築 物 の 所 有 者 並 び に 当 該 建 築 物 の 敷 地 境 界 線 か

ら 水 平 距 離 が ２ ０ メ ー ト ル の 範 囲 内 に あ る 土 地 所 有 者 及 び

当 該 土 地 の 全 部 又 は 一 部 に 建 築 さ れ た 建 築 物 の 所 有 者  

２  前 項 第 １ 号 の 規 定 に よ ら ず ，都 市 計 画 法 第 ３ ４ 条 第 １ 号 に 規

定 す る 主 と し て 周 辺 地 域 に お い て 居 住 し て い る 者 の 利 用 に 供

す る 政 令 で 定 め る 公 益 上 必 要 な 建 築 物 又 は こ れ ら の 者 の 日 常

生 活 の た め 必 要 な 物 品 の 販 売 ，事 業 場 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 建

築 物 の 用 に 供 す る 目 的 と し て ，別 表 ３ に 定 め る 建 物 用 途 に お い

て は ，都 市 計 画 法 第 ７ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 市 街 化 調 整 区 域 内 で

あ っ て も ， 前 項 第 １ 号 の 空 き 家 と み な す こ と が で き る 。  

（ 補 助 対 象 者 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る も の は ，空 き 家 を 所

有 し ，又 は 空 き 家 を 所 有 者 か ら 貸 借 し て 利 用 し よ う と す る ，個

人 又 は 団 体 で あ っ て ，次 に 掲 げ る 各 号 い ず れ に も 該 当 す る も の

を い う 。  

 ( 1 )  本 市 そ の 他 の ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲 載 等 ，事 例 と し て 紹 介 す

る こ と に つ い て 空 き 家 の 所 有 者 の 同 意 を 得 て い る こ と 。  

 ( 2 )  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 又 は 団 体 の 代 表 者 ，役 員

そ の 他 の 当 該 団 体 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 が 柏 市 暴 力 団

排 除 条 例（ 平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ２ ７ 日 柏 市 条 例 ４ 号 ）第 ２ 条 第 ３

号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 等 で な い こ と 。  

 ( 3 )  空 き 家 の 所 有 者 ，補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 個 人 又 は



団 体 の 代 表 者 及 び 役 員 に ， 税 の 未 納 が な い こ と 。  

 ( 4 )  政 治 活 動 及 び 宗 教 活 動 を 目 的 と し な い も の で あ る こ と 。  

 ( 5 )  地 域 貢 献 等 の 目 的 を 持 っ て 事 業 を 実 施 し よ う と す る こ と 。 

 ( 6 )  商 店 街 振 興 組 合 法（ 昭 和 ３ ７ 年 法 律 第 １ ４ １ 号 ）第 ２ 条 第

１ 項 に 規 定 す る 商 店 会 振 興 組 合 及 び 商 店 街 振 興 組 合 連 合 会

並 び に 中 小 企 業 団 体 の 組 織 に 関 す る 法 律（ 昭 和 ３ ２ 年 法 律 第

１ ８ ５ 号 ）第 ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 事 業 協 同 組 合 に 該

当 し な い 団 体 で あ る こ と 。  

２  市 長 は ， 公 の 秩 序 又 は 善 良 の 風 俗 に 反 す る お そ れ が あ る 等 ，

不 適 切 と 認 め ら れ た と き は ， 対 象 と し な い こ と が で き る 。  

 (補 助 対 象 建 築 物 )  

第 ４ 条  補 助 対 象 建 築 物 （ 以 下 「 対 象 建 築 物 」 と い う 。） は ， 次

の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 建 築 物 と す る 。  

( 1 )  過 去 に 国 又 は 地 方 公 共 団 体 か ら ，こ の 要 綱 に 基 づ く 補 助 金

又 は 類 似 の 補 助 金 の 交 付 を 受 け て い な い （ 予 定 も 含 む ） 建 築

物 で あ る こ と 。  

( 2 )  国 又 は 地 方 公 共 団 体 の 所 有 す る も の で な い こ と 。  

( 3 )  建 築 基 準 法（ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ）の 集 団 規 定 ，そ

の 他 関 係 法 令 に 適 合 し て い る こ と 。  

( 4 )  戸 建 て 形 態 で あ る こ と 。  

( 5 )  １ 年 以 上 継 続 し て ， 空 き 家 で あ る こ と 。  

 （ 補 助 対 象 事 業 ）  

第 ５ 条  補 助 対 象 事 業 （ 以 下 「 対 象 事 業 」 と い う 。） は ， ま ち づ

く り に 資 す る 交 流 活 動 拠 点 施 設 ，高 齢 者 世 帯 支 援 施 設 ，子 育 て

世 帯 支 援 施 設 ，文 化 施 設 ，そ の 他 市 長 が 認 め る 施 設 の 整 備 を 行

う 事 業（ 以 下「 お う ち 活 用 事 業 ① 」と い う 。），若 し く は 地 域 生

活 支 援 施 設 ，地 域 生 活 提 案 施 設 の 整 備 を 行 う 事 業（ 以 下「 お う

ち 活 用 事 業 ② 」 と い う 。） と し ， 次 の 各 号 い ず れ に も 該 当 す る

も の を い う 。  

( 1 )  補 助 金 の 交 付 対 象 と な る 工 事（ 以 下「 対 象 工 事 」と い う 。）

に ， 現 に 着 手 し て い な い こ と 。  

( 2 )  事 業 開 始 後 ，お う ち 活 用 事 業 ① は ５ 年 以 上 ，お う ち 活 用 事

業 ② は 3 年 以 上 ， 継 続 し て 事 業 を 実 施 す る 予 定 で あ る こ と 。 

( 3 )  居 住 の 用 途 に 供 さ な い こ と 。  



( 4 )  夜 間 の み の 営 業 で な い こ と 。  

( 5 )  そ の 他 法 令 等 に よ り 許 可 を 要 す る 場 合 は ，そ の 許 可 等 が 得

ら れ る 見 込 み を 示 す こ と 。  

２  市 長 は ，近 隣 住 民 と の 関 係 に お い て ，実 施 す る 対 象 事 業 が 適

当 で な い と 認 め ら れ た と き は ，補 助 金 の 交 付 を 取 り 消 す こ と が

で き る 。  

（ 補 助 対 象 経 費 及 び 補 助 金 の 額 ）  

第 ６ 条  補 助 金 交 付 の 対 象 と な る 経 費（ 以 下「 対 象 経 費 」と い う 。），

補 助 金 の 額 及 び そ の 限 度 額 は ，別 表 １ 及 び 別 表 ２ の と お り と し ，

予 算 の 範 囲 内 に お い て 補 助 金 を 交 付 す る 。  

 （ 申 請 ）  

第 ７ 条  規 則 第 ２ 条 ３ 項 に 規 定 す る 市 長 が 別 に 定 め る 書 類 は ，次

の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

( 1 )  事 業 提 案 書  

( 2 )  税 に 未 納 が な い こ と を 証 す る 書 類（ 申 請 日 か ら ３ か 月 以 内

に 発 行 さ れ た も の 。）  

( 3 )  現 に 居 住 者 又 は 利 用 者 の い な い 建 築 物 で あ る こ と を 証 す

る 書 類  

( 4 )  土 地・建 物 登 記 事 項 証 明 書（ 申 請 日 か ら ３ か 月 以 内 に 発 行

さ れ た も の で ， 現 在 の 所 有 者 を 証 す る も の ）  

( 5 )  賃 貸 借 契 約 書 又 は 物 件 使 用 に 関 す る 協 定 書 等（ 物 件 の 利 用

が 確 保 さ れ て い る こ と を 証 す る も の ）  

( 6 )  誓 約 書  

( 7 )  同 意 書  

( 8 )  事 業 の 内 訳 見 積 書 等 の 写 し  

( 9 )  着 工 前 の 現 場 写 真 （ 建 物 及 び 敷 地 の 状 況 が 分 か る も の )。  

( 1 0 )説 明 結 果 報 告 書  

２  市 長 は ，前 項 の 添 付 書 類 の 全 部 又 は 一 部 を 省 略 す る こ と が あ

る 。  

 （ 検 討 委 員 会 の 設 置 ）  

第 ８ 条  市 長 は ， 第 ３ 条 か ら 前 条 の 規 定 に お け る 決 定 等 に 際 し ，

適 正 な 検 討 を 行 う た め ， 検 討 委 員 会 を 置 く こ と が で き る 。  

（ 補 助 事 業 の 内 容 の 変 更 ・ 中 止 等 ）  

第 ９ 条  申 請 者 が 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 後 に お い て ，事 業 内



容 を 変 更 又 は 中 止 し よ う と す る と き は ，市 長 に 承 認 を 受 け な け

れ ば な ら な い 。 た だ し ， 市 長 が 認 め る 軽 微 な 変 更 に つ い て は ，

こ の 限 り で は な い 。  

（ 実 績 報 告 書 添 付 書 類 ）  

第 １ ０ 条  規 則 第 １ ２ 条 に 規 定 す る 市 長 が 別 に 定 め る 書 類 は ，次

の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

( 1 )  対 象 建 築 物 の 利 用 の 開 始 を 証 す る 書 類  

( 2 )  対 象 経 費 に 要 し た 費 用 の 内 訳 を 示 す 書 類  

( 3 )  対 象 経 費 に 要 し た 費 用 を 支 出 し た こ と を 証 す る 領 収 書（ 印

紙 税 法 第 １ ７ 号 文 書 に 記 載 さ れ る 印 紙 を 添 付 し た も の 。） の

写 し  

( 4 )  補 助 対 象 工 事 等 に 係 る 部 分 の 工 事 前 及 び 工 事 後 の 写 真  

( 5 )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

第 １ １ 条  実 績 報 告 書 の 提 出 期 限 は ，補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た

年 度 の ２ 月 末 日 ま で と し ，祝 休 日 の 場 合 は 翌 開 庁 日 ま で と す る 。 

（ 補 則 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は ，市 長 が 別

に 定 め る 。  

 

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ３ 年 ４ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ５ 年 ７ 月 １ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

  



 別 表 １  

対 象 事 業  対 象 経 費  補 助 金 の 額  限 度 額  

お う ち 活

用 事 業 ①  

左 欄 に 掲

げ る 事 業

に 要 す る

費 用 で 右

欄 に 掲 げ

る も の 。  

設 計 ・ 監 理 費 等  設 計 委 託 費 ，

工 事 監 理 委 託

費  

対 象 経 費 の

額 ２ 分 の １

以 内  

３ ０ ０

万 円 以

内  

工 事 費 等  工 事 費 用 ， 自

ら 施 工 す る 際

の 材 料 費  

設 備 費 等  建 物 に 固 定 し

た も の に 限

る 。  

残 存 す る 家 財 の

撤 去 処 分 費 等  

撤 去 費 ， 処 分

費  

そ の 他 市 長 が 適 当 と 認 め る も

の  

 別 表 ２  

対 象 事 業  対 象 経 費  補 助 金 の 額  限 度 額  

お う ち 活

用 事 業 ②  

左 欄 に 掲

げ る 事 業

に 要 す る

費 用 で 右

欄 に 掲 げ

る も の 。  

設 計 ・ 監 理 費 等  設 計 委 託 費 ，

工 事 監 理 委 託

費  

対 象 経 費 の

額 ２ 分 の １

以 内  

１ ５ ０

万 円 以

内  

工 事 費 等  工 事 費 用 ， 自

ら 施 工 す る 際

の 材 料 費  

設 備 費 等  建 物 に 固 定 し

た も の に 限

る 。  

残 存 す る 家 財 の

撤 去 処 分 費 等  

撤 去 費 ， 処 分

費  

そ の 他 市 長 が 適 当 と 認 め る も

の  

１  た だ し ，国 ，県 及 び 市 の 他 の 補 助 制 度 の 対 象 と な っ た 事 業 に

係 る 経 費 は ， 本 補 助 対 象 経 費 か ら 除 く も の と す る 。  

２  補 助 金 の 額 は ，千 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は ，そ の 端 数 を 切

り 捨 て る も の と す る 。  



別 表 ３  

交 流 活 動 支 援  

施 設  

コ ミ ュ ニ テ ィ カ フ ェ 等  

 

高 齢 者 支 援 施 設  訪 問 介 護 拠 点 施 設 ，見 護 り 介 護 拠 点 施 設 ，通

所 型 高 齢 者 食 堂 。  

※ 事 業 者 は 社 会 福 祉 法 人 に 限 る 。  

子 育 て 支 援 施 設  児 童 一 時 預 か り 施 設 ， 通 所 型 子 ど も 食 堂  

※ 事 業 者 は 社 会 福 祉 法 人 に 限 る 。  

日 用 品 小 売 施 設  各 種 食 料 品 小 売 業 ，野 菜・果 実 小 売 業 ，食 肉

小 売 業 ，料 理 品 小 売 業 ，洋 品 雑 貨・小 間 物 小

売 業 。  

日 用 品 サ ー ビ ス

施 設  

一 般 食 堂 ，日 本 料 理 店 ，西 洋 料 理 店 ，中 華 料

理 店 ， そ の 他 東 洋 料 理 店 ， そ ば ・ う ど ん 店 ，

す し 屋 ， 喫 茶 店 ， そ の 他 の 一 般 飲 食 店 。  

１  た だ し ，国 ，県 及 び 市 の 他 の 補 助 制 度 の 対 象 と な っ た 事 業 は ，

本 補 助 対 象 か ら 除 く も の と す る 。  

 


